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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月１日 ０３時２０分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊
い

良
ら

湖
ご

岬南南東方沖 

伊良湖岬灯台から真方位１５７°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３３.１′ 東経１３７°０１.８′） 

事故調査の経過  平成２６年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第八大
だい

共
きょう

丸、６９０トン 

１３５５１３、大分共同海運株式会社（以下「Ａ社」とい

う。）、株式会社エイワマリン（船舶借入人） 

７９.２０ｍ×１３.５０ｍ×７.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成８年１０月２６日 

Ｂ 漁船 第八金
きん

昇
しょう

丸、７.３トン 

ＡＣ２－３３５０（漁船登録番号）、個人所有 

１３.６５ｍ（Lr）×３.２６ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５８年７月２３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ６５歳 

五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

免 許 年 月 日 昭和５４年１０月１２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１１月７日 

免状有効期間満了日 平成３０年６月１０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年３月７日 

免許証交付日 平成２１年１１月１６日 

（平成２７年３月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに擦過傷 

Ｂ 左舷船尾ブルワークに破口、左舷船底に凹損及び破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、法定灯火を表示

し、航海士Ａが単独で当直に当たり、自動操舵により、伊勢湾第２号
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灯浮標と伊良湖水道航路第２号灯浮標との間に向けて約１２ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で渥美半島南方沖を西進し

た。 

 航海士Ａは、伊良湖岬南東方沖において、距離レンジを６Ｍとした

操舵室右舷側のレーダー、３Ｍレンジとした中央寄りのレーダー及び

ＧＰＳプロッターを作動させ、レーダー画面で伊良湖水道航路と伊良

湖岬との間を通過した多数の漁船が、渥美半島南方の沿岸を東進して

いることを認めた。 

 航海士Ａは、西北西進中、霧で急に視界が悪くなり、平成２６年６

月１日０３時２０分ごろ、伊良湖岬灯台から真方位１５７°１.８Ｍ

付近において、右舷船首約１５°至近に他船の左舷灯を認め、手動操

舵に切り替えて右舵一杯を取ったところ、船尾方に左舷方を通過した

船の白灯が見えた。 

 航海士Ａは、主機の回転数を下げて減速し、昇橋した船長Ａに近く

を通過した船がいたとの報告を行った後、降橋して船首の外板を確認

したが、損傷しているように見えず、何事もなかったものと思い、船

長に報告して航行を続けた。 

 航海士Ａは、海上保安庁からの衝突した船がある旨の情報をＶＨＦ

無線電話で聞いて船長Ａに伝え、船長Ａが海上保安庁に衝突したかも

しれないとの通報を行った後、愛知県名古屋港Ｂ－３岸壁に着岸し

た。 

航海士Ａは、Ａ船の積荷が揚げられ、船首の喫水が浅くなった状態

で確認したところ、バルバスバウに擦過傷を認めて衝突した事実を知

った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、ＧＰＳプロ

ッターを作動させ、朝日礁灯浮標へ向け、約１３～１５kn の速力で南

進した。 

船長Ｂは、先に漁場に向かった漁船から伊良湖岬付近や渥美半島沿

岸では霧が濃いが、渥美半島南方沖の漁場では視界が良いとの連絡を

受け、伊良湖水道航路と伊良湖岬との間を通過してから、伊勢湾第１

号灯浮標付近を経由し、渥美半島南方沖の漁場に向かうこととした。 

 船長Ｂは、伊良湖岬を通過した頃から、視界が悪くなり、時折、船

首が見える程度となったので、付近を航行中の僚船の回転灯を見なが

ら、併走した。 

 船長Ｂは、船首方に伊良湖水道航路第２号灯浮標の灯火を認め、左

回頭を行ったところ、僚船の回転灯を見失い、視界制限海域から早く

抜け出したいと思い、速力を約５～６kn に減速し、低速力を維持する

ために主機クラッチの嵌
かん

脱
だつ

を繰り返しながら南東進を続けた。 

船長Ｂは、０３時２０分ごろ、伊良湖岬南南東方沖において、左舷

方から接近する船舶の気配を感じ、増速したが、Ｂ船の左舷船尾とＡ
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船の船首とが衝突した。 

 船長Ｂは、主機のクラッチを中立状態として船尾に移動し、左舷船

尾のブルワークの破損及び機関室への浸水を認め、主機を止め、僚船

に援助を依頼した後、来援した僚船等に両舷から横抱きされ、数台の

ポンプで排水を行いながら、船首方の２隻の僚船等にえい
．．

航されて愛

知県南知多町篠島港に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 濃霧、風 静穏、視程 約１０～１００ｍ 

海象：海上 平穏 

 田原市には、５月３１日１８時４０分に発表された濃霧注意報が本

事故当時も継続していた。 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、土壌約１,３７５ｔを積載し、喫水が船首約３.９ｍ、船尾

約５.４ｍであった。 

 航海士Ａは、本事故前、レーダー画面で右舷船首約２Ｍに１つの映

像を認めたが、接近する船舶ではないと思い、レーダー画面に注意を

向けていなかった。 

 Ａ社が定めた安全管理規程の運航基準には、次のとおり記載されて

いる。 

 第３条 ４ 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、

次に掲げる条件に達したと認めるときは、当直体制の強化、レーダー

ワッチ等による厳格な見張り及び曳船等による先導等、付加的に安全

措置を講ずるとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に

応じて停止、航路外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならな

い。 (1) 視程が５００ｍ以下の時 

 Ａ船は、霧中信号を吹鳴していなかった。 

 航海士Ａは、視界制限時、減速することや必要に応じて船長を起こ

すことなどの指示を船長Ａから受けていた。 

航海士Ａは、休暇を除き、Ａ船に約７年間乗船し、本事故発生海域

の航行経験が豊富にあった。 

Ｂ船は、レーダー及び音響信号設備がなかった。 

Ｂ船は、網入れ時刻に合わせ、僚船２隻と共に篠島港を出港し、僚

船２隻にはレーダーが装備されていた。 

船長Ｂは、約５０年間の乗船経験があり、本事故当時、救命胴衣を

着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧で視界制限状態となった伊良湖岬南南東方沖を西北西進

中、航海士Ａが、衝突直前に右舷船首方のＢ船に気付いたことから、

右舵一杯を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 
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Ｂ船は、霧で視界制限状態となった伊良湖岬南南東方沖を南東進

中、船長Ｂが併走していた僚船の回転灯を見失い、視界制限海域から

抜け出そうと思い、レーダーがないので、目視で見張りを行って航行

を続けたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、霧で視界制限状態となった伊良湖岬南南東方沖に

おいて、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａが衝突直前に

右舷船首方のＢ船に気付き、また、船長Ｂが、レーダーがないので、

目視で見張りを行って航行を続けたため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態の中を航行するときは、視界の状況に応じ、十分に

減速し、霧中信号を吹鳴すること。 

 ・視界制限状態の海域を航行中においては、他の船舶を早期に探知

できるよう、レーダーレンジを切り替えるなどし、レーダーによ

る周囲の見張りを適切に行うこと。 

・視界制限状態において、レーダーを装備していない船舶は、必要

に応じて停止すること。 

 


